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個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 企画財政部課税課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 Ｈ13.4.1 開 始 年 月 日 Ｓ25.8.28 最終変更年月日 Ｒ2.10.1 

事 務 の 名 称 個人市県民税賦課事務 

事 務 の 目 的 
地方税に関する法令及び野田市税賦課徴収条例の定めるところによって、個人市県民税
を賦課する。 

事 務 の 概 要 

個人が提出する申告書（確定申告・市県民税申告）及び事業所等から提出される給与支
払報告書を精査し、個人市県民税を賦課及び減免する事務。 
課税・所得等に関する証明書の交付を希望するものから申請（電子回線で接続された

端末機から個人番号カードに格納されている利用者証明用電子証明を使用して行うもの
を含む。）を受け証明書を交付する。 

対 象 者 
市内に住所を有する（居住実態のある）個人又は、市内に事務所・事業所及び家屋敷を有
する個人で、市内に住所を有しない者。 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 □ 性別 ■ 連絡先 ■ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 ■ 家族情報   ■ 学業・職業等 

■ 収入・支出 ■ 資産 ■ 税情報   ■ 公的扶助 

□       □      □      □      
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

■ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （                   ） 

■ 他の行政機関等又は他団体の議会（ 税務署、市区町村    ） 

□ 公の情報 （                       ） 

■ その他  （ 所得税を徴収する義務のある者        ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

■ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：番号法により「地方税関係情報」を提供する事務 

主な提供項目（個人市県民税情報）            

■ 市の機関又は議会（ 教育委員会          ） 

■ 他の行政機関等又は他団体の議会（国、都道府県、市区町村） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）番号法 □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：生活保護法施行事務        

主な利用項目（ 個人市県民税情報            ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（        ）            

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 



目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）生活保護法 ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：中国残留邦人等の支援金給付等に関する事務 

主な利用項目（  個人市県民税情報         ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（                  ）  

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律 

■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

■ 目的外提供有⇒利用する事務の名称： 就学援助事務 

主な提供項目（個人市県民税情報）            

■ 市の機関又は議会（ 教育委員会       ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）野田市就学援助規則 ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：児童手当法に基づく児童手当の支給事務   

主な利用項目（ 個人市県民税情報           ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（        ）          

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）児童手当法 □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：野田市結婚新生活支援事業補助金に関する事務 

主な利用項目（ 個人市県民税情報        ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（           ） 

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 



目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）野田市結婚新生活支援事業補助金交付規則 ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：後期高齢者医療資格給付等事務  

主な利用項目（ 個人市県民税情報         ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（          ）  

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）高齢者の医療の確保に関する法律 □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：後期高齢者医療保険料賦課収納等事務  

主な利用項目（ 個人市県民税情報      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（           ） 

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）高齢者の医療の確保に関する法律 □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：国民健康保険税賦課及び収納管理事務  

主な利用項目（ 個人市県民税情報          ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（          ）  

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）国税徴収法、国民健康保険法、番号法、地

方税法 

□ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：国民年金の給付に関する事務  

主な利用項目（ 個人市県民税情報         ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（           ） 

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）国民年金法 □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 



経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：国民年金保険料に関する事務    

主な利用項目（ 個人市県民税情報      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（           ） 

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）国民年金法 □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：日本年金機構への情報提供に関する事務  

主な利用項目（個人市県民税情報           ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（          ）  

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）国民年金法 □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：介護保険料賦課事務     

主な利用項目（個人市県民税情報           ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（          ）  

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）介護保険法 □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：野田市高齢者住宅改造費助成に関する事務 

主な利用項目（個人市県民税情報、ただし、平成３０年１０月１日

から助成対象者の要件変更があり所得要件から滞納状況に変更する） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（           ） 

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）野田市高齢者住宅改造費助成事業実施規則 ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 



経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：野田市住宅困窮者民間賃貸住宅居住支援事業実施事務  

主な利用項目（個人市県民税情報      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（           ） 

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）野田市住宅困窮者民間賃貸住宅居住支

援事業実施規則 

■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：野田市営住宅目的外使用者の許可事務 

主な利用項目（ 個人市県民税情報          ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（           ） 

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）野田市営住宅の設置及び管理に関する

条例及び野田市営住宅の設置及び管理に関する条例施

行規則 

■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：市営住宅の管理に関する事務  

主な利用項目（ 個人市県民税情報       ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（          ）  

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）野田市営住宅の設置及び管理に関する

条例 

■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：胃がん検診事業      

主な利用項目（ 個人市県民税情報        ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（          ）  

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）健康増進法 ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 



経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：肝炎ウイルス検診事業    

主な利用項目（個人市県民税情報       ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（           ） 

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）健康増進法 ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：野田市甲状腺超音波検査費用助成事業   

主な利用項目（個人市県民税情報       ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（          ）  

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）野田市甲状腺超音波検査費用の助成に関

する規則 

■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：高齢者等インフルエンザ予防接種費用の助成に関する事務 

主な利用項目（ 個人市県民税情報        ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（          ）  

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）予防接種法 ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：高齢者等肺炎球菌感染症予防接種費用の助成に関する事務 

主な利用項目（ 個人市県民税情報        ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（          ）  

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）予防接種法 ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 



経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：子宮がん検診事業      

主な利用項目（ 個人市県民税情報        ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（          ）  

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）健康増進法 ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：歯周疾患検診事業         

主な利用項目（ 個人市県民税情報        ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（          ）  

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）健康増進法 ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：野田市新型インフルエンザ予防接種費用の助成に関する事務 

主な利用項目（ 個人市県民税情報        ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（          ）  

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）新型インフルエンザ等対策特別措置法 ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：大腸がん検診事業       

主な利用項目（ 個人市県民税情報        ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（          ）  

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）健康増進法 ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 



経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：乳がん検診事業       

主な利用項目（ 個人市県民税情報        ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（          ）  

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）健康増進法 ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：肺がん検診事業         

主な利用項目（ 個人市県民税情報        ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（          ）  

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）健康増進法 ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：介護給付費等の支給決定等及び利用者負担額減額・免除等

に関する事務 

主な利用項目（ 個人市県民税情報        ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（          ）  

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律、野田市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律施行細則 

■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：障害児通所給付費等の支給決定等及び利用者負担額減額・

免除等に関する事務 

主な利用項目（ 個人市県民税情報        ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（          ）  

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）児童福祉法、野田市児童福祉法に基づく障

害児通所給付費等の支給に関する規則 

■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 



経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：重度心身障がい者医療費助成に関する事務  

主な利用項目（ 個人市県民税情報        ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（          ）  

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）野田市重度心身障がい者医療費助成金支給

条例 

■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：精神障害者医療費助成に関する事務  

主な利用項目（ 個人市県民税情報        ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（          ）  

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）野田市精神障がい者医療費助成金支給条例施

行規則 

■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：自立支援医療（精神通院）制度に関する事務 

主な利用項目（ 個人市県民税情報        ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（          ）  

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：自立支援医療（更生医療）制度に関する事務 

主な利用項目（ 個人市県民税情報        ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（          ）  

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律、障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律施行細則 

■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 



経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：自立支援医療（育成医療）制度に関する事務 

主な利用項目（ 個人市県民税情報        ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（          ）  

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律、障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律施行細則 

■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：心身障害者扶養年金に関する事務  

主な利用項目（ 個人市県民税情報        ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（          ）  

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）千葉県心身障害者扶養年金条例 ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：障がい者福祉手当に関する事務  

主な利用項目（ 個人市県民税情報        ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（          ）  

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）野田市障がい者福祉手当支給条例施行規則 ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：特別児童扶養手当等に関する事務 

主な利用項目（ 個人市県民税情報        ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（          ）  

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）特別児童扶養手当等の支給に関する法律施

行規則、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関す

る省令 

■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 



経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：障がい者グループホーム等入居者家賃助成金に関する事務 

主な利用項目（ 個人市県民税情報        ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（          ）  

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）野田市障がい者グループホーム等入居者家賃

助成金支給規則 

■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：放送受信料免除申請に係る証明書交付に関する事務 

主な利用項目（ 個人市県民税情報        ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（          ）  

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）日本放送協会放送受信料免除基準 ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：移動支援事業に関する事務    

主な利用項目（ 個人市県民税情報        ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（          ）  

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）野田市移動支援事業実施規則 ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：身体障がい者自動車改造費助成に関する事務 

主な利用項目（ 個人市県民税情報        ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（          ）  

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）野田市身体障がい者用自動車改造費助成金

規則 

■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 



経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：補装具費に関する事務     

主な利用項目（ 個人市県民税情報        ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（          ）  

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律、野田市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律施行細則 

■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：重度障がい者等日常生活用具費助成に関する事務 

主な利用項目（ 個人市県民税情報        ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（          ）  

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）野田市重度障がい者等日常生活用具費助成

等事業実施規則 

■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：一時支援事業に関する事務  

主な利用項目（ 個人市県民税情報        ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（          ）  

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）野田市障がい者等一時支援事業実施規則 ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：在宅心身障がい者児短期保護委託料助成に関する事務 

主な利用項目（ 個人市県民税情報        ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（          ）  

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）野田市在宅心身障がい者児短期保護委託料

助成規則 

■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 



経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：野田市立あおい空短期入所事業に関する事務 

主な利用項目（ 個人市県民税情報        ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（          ）  

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）野田市立あおい空の設置及び管理に関する

条例施行規則 

■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：福祉施設等への措置及び費用の徴収に関する事務 

主な利用項目（ 個人市県民税情報        ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（          ）  

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害

者福祉法、老人福祉法 

□ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：特定教育・保育施設及び地域型保育事業の保育料等に関する事務 

主な利用項目（ 個人市県民税情報        ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（          ）  

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）野田市特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業の保育料等に関する規則 

□ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：野田市病児・病後児保育事務   

主な利用項目（ 個人市県民税情報        ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（          ）  

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 



経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（         ） 

■ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：個人市県民税課税状況等の照会及び閲覧事務 

主な提供項目（個人市県民税情報 ）  

□ 市の機関又は議会（                ） 

■ 他の行政機関等又は他団体の議会（都道府県、市区町村、国税庁、税務

署、警察署、日本年金機構、児童相談所） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）国税通則法、国税徴収法、地方税法、

国民年金法、刑事訴訟法、児童福祉法 

□ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：学童保育所入所事務   

主な利用項目（ 個人市県民税情報        ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（          ）  

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：助産施設及び母子生活支援施設入所に関する事務 

主な利用項目（ 個人市県民税情報        ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（          ）  

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）児童福祉法、番号法 ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：家庭児童相談関係事務      

主な利用項目（ 個人市県民税情報        ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（          ）  

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）児童福祉法 □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 



経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：児童手当支給事務     

主な利用項目（ 個人市県民税情報        ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（          ）  

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）児童手当法、番号法 ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：ひとり親家庭等医療費助成金支給事務   

主な利用項目（ 個人市県民税情報        ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（          ）  

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）番号条例 ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：ファミリー・サポート・センター援助活動利用料助成事務 

主な利用項目（ 個人市県民税情報        ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（          ）  

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：ひとり親家庭等日常生活支援事業事務  

主な利用項目（ 個人市県民税情報        ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（          ）  

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）番号法 ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 



経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：母子家庭等自立支援教育訓練給付金事務  

主な利用項目（ 個人市県民税情報        ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（          ）  

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）番号法 ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事業事務 

主な利用項目（ 個人市県民税情報        ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（          ）  

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）番号法 ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：児童扶養手当事務       

主な利用項目（ 個人市県民税情報        ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（          ）  

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）児童扶養手当法、番号法 ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：養育者支援手当支給事務     

主な利用項目（ 個人市県民税情報        ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（          ）  

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）養育者支援手当条例 ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 



経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：子ども医療費助成事務       

主な利用項目（ 個人市県民税情報        ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（          ）  

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）番号条例、野田市子ども医療費

の助成に関する規則 

■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：子育て短期支援事業事務     

主な利用項目（ 個人市県民税情報        ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（          ）  

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：野田市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格

支援事業に関する事務  

主な利用項目（ 個人市県民税情報        ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（          ）  

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：緊急通報システム事業に関する事務    

主な利用項目（ 個人市県民税情報        ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（          ）  

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 



経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：成年後見制度利用支援事業に関する事務  

主な利用項目（ 個人市県民税情報        ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（          ）  

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）老人福祉法、知的障害者福祉法、精神保

健及び精神障害者福祉に関する法律、野田市成年後見

制度利用支援事業実施規則 

□ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：福祉タクシー利用助成に関する事務   

主な利用項目（ 個人市県民税情報        ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（          ）  

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：家族介護慰労金支給事業に関する事務    

主な利用項目（ 個人市県民税情報        ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（          ）  

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：介護用品支給事業に関する事務      

主な利用項目（ 個人市県民税情報        ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（          ）  

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 



経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：養護老人ホームの措置入所及び措置費用に関する事務 

主な利用項目（ 個人市県民税情報        ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（          ）  

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）老人福祉法 □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：子育てのための施設等利用給付事務  

主な利用項目（ 個人市県民税情報        ） 

■ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：子育てのための施設等利用給付事務 

主な提供項目（ 個人市県民税情報 ）  

■ 市の機関又は議会（教育委員会    ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）子ども・子育て支援法 □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：災害罹災者に対する弔慰金等に関する事務 

主な利用項目（ 個人市県民税情報        ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（          ）  

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令）災害弔慰金の支給等に関する法律 ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（         ） 

■ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：私立幼稚園における実費徴収に係る補足給付事業補助金交付事務 

主な提供項目（ 個人市県民税情報 ）  

■ 市の機関又は議会（教育委員会        ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 



経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：産後ケア事業に関する事務       

主な利用項目（ 個人市県民税情報        ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：  

主な提供項目（          ）  

□ 市の機関又は議会（                ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（         ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
■ 外部委託     （ ■ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 ■ 有⇒結合先：地方税共同機構     
 

個人情報ファイル簿 ■ 有⇒ファイルの名称：個人市県民税賦課事務ファイル 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0500-002 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 企画財政部課税課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H30.9.3 開 始 年 月 日 S25 最終変更年月日 H3.9.3 

事 務 の 名 称 法人市民税賦課事務 

事 務 の 目 的 
地方税に関する法令及び野田市税賦課徴収条例の定めるところによって、法人市民税
を賦課するもの。 

事 務 の 概 要 
市内に事務所等を有する法人が提出する申告書及び申請書の提出を受け、法人市民税を
賦課及び減免する事務。 

対 象 者 市内に事務所等を有する法人の役員 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 □ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 □ 年齢・生年月日 □ 性別 □ 連絡先 □ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 □ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

□       □      □      □      
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

□ 本人 

□ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （                   ） 

■ 他の行政機関等又は他団体の議会（国            ） 

□ 公の情報 （                       ） 

■ その他  （野田市内に事務所等を有する法人        ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                     

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                     

主な提供項目（                        

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
■ 外部委託     （ ■ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：                    
 

個人情報ファイ
ル 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 

 

 

 



0500-003 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 企画財政部課税課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H13.4．1 開 始 年 月 日 S25.7．31 最終変更年月日 R8.3.10 

事 務 の 名 称 固定資産税・都市計画税賦課事務 

事務の目的 
地方税に関する法令及び野田市税賦課徴収条例に定めるところによって固定資産税・
都市計画税の賦課等を行うもの。 

事 務 の 概 要 

市内に所在する土地及び家屋の登記情報及び建築確認申請等と償却資産を有する者か
らの申告に基づき賦課に係る基礎情報を入手し、固定資産税賦課の資料として利用する
とともに、固定資産名寄帳兼課税台帳及び公図等を電磁的記録の方法により作成・保存
し、固定資産価格及び納税義務者を決定し、通知書を送付する。また、納税義務者からの
申請に基づき、固定資産税額の減免等を行う。 
評価等に関する証明書の交付を希望する者から申請を受け、証明書を交付する。 

対 象 者 市内に所在する固定資産の所有者、証明書の申請者 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 □ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 □ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

□ 個人識別符号 ■ 本籍･国籍 □ 家族情報  □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 ■ 資産 □ 税情報  ■ 公的扶助 

■ 相続人、現所有者に関する情報 □      □      □      
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

■ 市の機関又は議会 （市民課、都市計画課、生活支援課、みどりと水

のまちづくり課、防災安全課、市民生活課、農業委員会、予防課） 

■ 他の行政機関等又は他団体の議会（法務局、税務署、都道府県・市区

町村） 

■ 公の情報 （                                              ） 

□ その他  （                       ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

■ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：不動産取得税課税事務          

主な提供項目（氏名、住所、土地及び家屋の税情報     ） 

□ 市の機関又は議会（                  ） 

■ 他の行政機関等又は他団体の議会（都道府県       ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

 

 

 

 

 

 



 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：生活保護法施行事務           

主な利用項目（土地・家屋の税情報            ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：国民健康保険税賦課及び収納管理事務   

主な利用項目（過年度土地・家屋の税情報          ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：野田市駅西土地区画整理事業全般に関する業

     務 

主な利用項目（氏名、住所、連絡先、土地・家屋の税情報    ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：梅郷駅西区画整理事業全般に関する業務   

主な利用項目（氏名、住所、連絡先、土地・家屋の税情報   ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 



経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：野田都市計画事業次木親野井土地区画整理事

業における換地処分に関する事務 

主な利用項目（氏名、住所、連絡先、土地・家屋の税情報   ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：愛宕東第一土地区画整理業における外部支援

に関する事務 

主な利用項目（氏名、住所、連絡先、土地・家屋の税情報    ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：野田都市計画事業台町東特定土地区画整理事

業における外部支援に関する事務 

主な利用項目（氏名、住所、連絡先、土地・家屋の税情報    ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：管理不全な状態の空家に対する措置    

主な利用項目（土地・家屋所有者住所、氏名、家屋種類、地番  ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 



経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

■ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：火災原因調査事務           ） 

主な提供項目（火災罹災者の住所、氏名、土地・家屋の税情報） 

■ 市の機関又は議会（予防課               ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

■ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：雑草繁茂調査事務           ） 

主な提供項目（住所、氏名、土地税情報           ） 

■ 市の機関又は議会（予防課               ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：はきだし沼環境再生事業         

主な利用項目（住所、氏名、地積、登記に関する情報      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

■ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

■ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：用地の取得、売却及び管理に関する事務  

主な提供項目（住所、氏名、土地・家屋の税情報、登記に関する情

報、土地所有者等関連情報） 

□ 市の機関又は議会（                  ） 

■ 他の行政機関等又は他団体の議会（野田市土地開発公社  ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） ■ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 



経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：公共用地取得、物件調査補償に関する事務 

主な利用項目（住所、氏名、土地・家屋の税情報、登記に関する情

報、土地所有者等関連情報） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） ■ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

■ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：国税賦課・徴収事務           

主な提供項目（住所、氏名、固定資産税情報         ） 

□ 市の機関又は議会（                  ） 

■ 他の行政機関等又は他団体の議会（日本年金機構、国税庁、税

務署） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

■ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：土地改良事業に伴う事務         

主な提供項目（住所、氏名、土地課税情報          ） 

□ 市の機関又は議会（                  ） 

■ 他の行政機関等又は他団体の議会（土地改良区      ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

■ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：犯罪捜査関係事務             

主な提供項目（住所、氏名、固定資産税情報         ） 

□ 市の機関又は議会（                  ） 

■ 他の行政機関等又は他団体の議会（警察署        ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 



経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

■ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：裁判に係る現況調査           

主な提供項目（住所、氏名、固定資産税情報         ） 

□ 市の機関又は議会（                  ） 

■ 他の行政機関等又は他団体の議会（裁判所        ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

■ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：地方税賦課徴収事務           

主な提供項目（住所、氏名、連絡先、所有不動産、地目、評価額 ） 

□ 市の機関又は議会（                  ） 

■ 他の行政機関等又は他団体の議会（都道府県・市区町村  ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

■ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：農地台帳の整備及び情報の提供に関する事務 

主な提供項目（住所、氏名、固定資産税情報         ） 

■ 市の機関又は議会（農業委員会             ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：あき地等の雑草等除去に関する事務    

主な利用項目（登記に関する情報              ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） ■ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 



経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：都市計画決定に関する事務       

主な利用項目（登記に関する情報              ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） ■ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：用地測量事務              

主な利用項目（登記に関する情報、土地所有者等関連情報   ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） ■ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：権利者説明の事務            

主な利用項目（登記に関する情報、土地所有者等関連情報   ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

■ 2項2号（相当理由利用） ■ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：防犯カメラに関する事務         

主な利用項目（登記に関する情報              ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） ■ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 



経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：自治会設立（合併廃止）届・自治会長等変更

の届・文書配布先変更届・自治会台帳 

主な利用項目（登記に関する情報              ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） ■ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：苦情・要望に関する事務         

主な利用項目（登記に関する情報、土地所有者等関連情報   ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） ■ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：開発許可申請等審査に関する事務     

主な利用項目（登記に関する情報              ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） ■ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：違反建築物処理事務           

主な利用項目（登記に関する情報              ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） ■ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 



経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：違反宅地開発事業是正指導に関する事務  

主な利用項目（登記に関する情報              ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） ■ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：圃場整備事業完了後の文書保存時係る事務  

主な利用項目（登記に関する情報              ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） ■ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：江川地区自然環境保護業務に関する事務  

主な利用項目（登記に関する情報              ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） ■ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：水田農業経営確立対策事務         

主な利用項目（登記に関する情報              ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） ■ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 



経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：木野崎農業構造改善センター用地賃貸借事務 

主な利用項目（登記に関する情報              ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） ■ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

■ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：文化財地図情報システムに関する事務   

主な提供項目（登記に関する情報               

■ 市の機関又は議会（生涯学習課             ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） ■ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：公共下水道事業に関する調査事務     

主な利用項目（登記に関する情報、土地所有者等関連情報   ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） ■ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：下水道事業受益者負担金賦課徴収及び滞納整

理事務 

主な利用項目（登記に関する情報、土地所有者等関連情報   ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） ■ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 



経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：公共汚水枡設置申請兼承諾書事務     

主な利用項目（登記に関する情報              ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） ■ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：下水道使用料賦課徴収及び滞納整理事務  

主な利用項目（登記に関する情報              ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） ■ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：野田市農業振興地域整備計画に関する事務  

主な利用項目（登記に関する情報              ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） ■ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：不法投棄通報受付調査事務        

主な利用項目（登記に関する情報              ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） ■ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 



経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：緊急通報システム事業に関する事務    

主な利用項目（登記に関する情報、家屋保有図面       ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

■ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：境界確定に関する事務          

主な利用項目（登記に関する情報、土地所有者等関連情報   ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

■ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

■ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：千葉県用地の取得及び管理等に関する事務  

主な提供項目（土地所有者等関連情報            ） 

□ 市の機関又は議会（                  ） 

■ 他の行政機関等又は他団体の議会（都道府県       ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：雨水貯留タンク費設置補助金交付事務    

主な利用項目（土地及び家屋の所有者の情報        ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 



経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：土地区画整理事業の施行準備に関する事務 

主な利用項目（氏名、住所、連絡先、土地・家屋の税情報   ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

■ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

■ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正

       化 

主な提供項目（表題部所有者不明土地の土地所有者等に関する情

報） 

□ 市の機関又は議会（                  ） 

■ 他の行政機関等又は他団体の議会（法務局        ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：家庭児童相談関係事務           

主な利用項目（登記に関する情報、土地所有者等関連情報   ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

■ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称： 借上市営住宅制度導入に関する調査事務  

主な利用項目（建物登記情報） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                     

主な提供項目（                      ） 

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

■ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 



経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称： 被災者生活再建支援制度等事務  

主な利用項目（登記に関する情報） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                     

主な提供項目（                      ） 

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

■ 目的外利用有⇒利用する事務の名称： 野田市罹災証明書等交付事務  

主な利用項目（登記に関する情報） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                     

主な提供項目（                      ） 

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
■ 外部委託     （ ■ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 ■ 有⇒結合先：千葉地方法務局、柏税務署 
 

個人情報ファイ
ル 

■ 有⇒ファイルの名称：固定資産税・都市計画税賦課事務ファイル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0500-004 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 企画財政部課税課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H13.4.1 開 始 年 月 日 S33 最終変更年月日 H30.9.3 

事 務 の 名 称 軽自動車税賦課事務 

事 務 の 目 的 
地方税に関する法令及び野田市税賦課徴収条例の定めるところによって、軽自動車税
を賦課するもの。 

事 務 の 概 要 個人が提出する申告書及び申請書の提出を受け、軽自動車税を賦課及び減免する事務。 

対 象 者 
市内に主たる定置場を有する軽自動車等を所有する者 
減免申請をする障がい者及び減免対象車両の運転者 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 □ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 □ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

■ 運転免許証記載の情報 ■自動車検査証の記載の情報 
 

その他 □        □      □      □      
 

収 集 先 

■ 本人 

■ 本人の親族 

■ 市の機関又は議会 （市民課、障がい者支援課        ） 

■ 他の行政機関等又は他団体の議会（国、県、市区町村、軽自動車検査

協会） 

□ 公の情報 （                       ） 

□ その他  （                       ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

■ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：放置車両の等の調査、刑事事件の捜査   

主な提供項目（軽自動車税情報               ） 

□ 市の機関又は議会（                  ） 

■ 他の行政機関等又は他団体の議会（ 警察署       ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 



経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

■ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：生活保護の決定             

主な提供項目（ 軽自動車税情報             ） 

□ 市の機関又は議会（                  ） 

■ 他の行政機関等又は他団体の議会（ 市区町村      ） 

 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） ■ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

■ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：地方税賦課徴収事務           

主な提供項目（ 軽自動車税情報             ） 

□ 市の機関又は議会（                  ） 

■ 他の行政機関等又は他団体の議会（ 都道府県・市区町村 ） 

 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

■ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
■ 外部委託     （ ■ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：                    
 

個人情報ファイ
ル 

■ 有⇒ファイルの名称：軽自動車税賦課事務ファイル 
 

 

 


